
令和７年１１月市議会総務委員会資料

第１９２号議案 令和７年度⻑崎市⼀般会計補正予算（第４号）
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繰越明許額事 業 名
予 算 説 明 書 【 繰 越 明 許 費 】

目項款ページ

千円
２５,０００

【単独】庁舎等施設整備事業費
施設改修ほか

１
一般管理費

１
総務管理費

２
総務費

２８～２９

※１ 一般単独事業【一般単独事業債】（充当率75％）

一般単独事業【防災対策事業債】（充当率75％）

財 源 内 訳
事 業 費区分

一般財源その他地方債※１県支出金国庫支出金

千円
２５，８００

千円
－

千円
８２，４００

千円
－

千円
－

千円
１０８，２００

当初予算額

千円
１９，５００

千円
－

千円
６３，７００

千円
－

千円
－

千円
８３，２００

支出予定額

千円
６，３００

千円
－

千円
１８，７００

千円
－

千円
－

千円
２５，０００

繰越明許額

１ 事業費及び財源内訳

２ 事業概要

庁舎等のうち、老朽化が進んでいる施設等について、庁舎機能の保全と利用者の安全確保のため改修を行う。

２ 事業概要

３ 繰越概要

繰越箇所の
完了予定

事 業 内 容施 設 名

令和９年１月
受変電設備 １式
構内配電線路 １式

受変電設備改修工事北総合事務所・琴海地域センター
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５ 施設の現況

構内配電線路受変電設備

平面図（2階）

【今回施工対象箇所】

受変電設備箇所

構内配電線路箇所

更新対象

①遮断器

②進相コンデンサ

③変圧器

④高圧ケーブル

④

盤内機器更新
①②③

２Ｆ

４ 繰越事由 北総合事務所・琴海地域センター受変電設備改修において、年度内に変圧器を受注・納入できる
事業者がおらず、受変電設備改修工事が年度内に完了しない見込みであるため。

設置時期 １９９５年

工事場所：北総合事務所・琴海地域センター

至 畝刈

琴海村松町703番地14

案内図

村松小学校

琴海南部
運動公園

アリーナ
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６ 経 緯

内 容時 期

工事設計用の見積徴取時に、メーカーに変圧器納期の聞き取りを行った結果、「９月３０日

まで受注を受ければ今年度納品可」との回答。停電時期等を調整のうえ、７月中旬起案の

スケジュールで準備

令和７年５月

発注前に改めて電話確認したところ、「納期に変更なし」との回答

７月中旬に工事起案
令和７年７月

入札参加資格がある業者から変圧器の納期が確定できない旨情報を入手

令和７年８月
メーカーに確認を行ったところ、「納期の確定ができない」との回答を受け、公告を中止

メーカーに対し納期が確定したら連絡をするよう依頼

メーカーから納期１０か月必要と回答令和７年９月

令和８年度以降新規格

変圧器メーカー製造スケジュール ～令和７年度 令和８年度～

令和７年度末までに順次新規格へ移行

令和８年３月３１日
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７ スケジュール

（1）当初及び変更後スケジュール

令和７年度 令和８年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

当初
スケジュール

変更後
スケジュール

項　目

工事期間：１１．５か月

完成（１月）

▽

11月議会

完成（２月）

▽

契約（９月）

▽

契約（２月）

▽

納期：約４か月

納期：約１０か月

工事期間：５．５か月
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